
前回定例会（平成 26 年９月３日）以降の行政の動き 

平成 26 年 10 月１日  

新潟県防災局原子力安全対策課  

 

１．安全協定に基づく状況確認 

９月 10 日、柏崎市、刈羽村とともに、月例の状況確認を実施しました。 

 〔主な確認内容〕 

・津波対策用排水設備、敷地内開口部     現場確認 

・５号機屋外トレンチ止水等の状況     現場確認 

 

 

２．東京電力(株)から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました 

県が東京電力(株)に請求している福島原発事故に伴う損害賠償額について、一部支払

いを受けました。残りの請求額については、協議を継続中です。 

・９月 25 日受領   1,681,928 円（給食食材検査費用の一部） 

 

 

３．その他 

９月３日：報道発表［本日16時24分頃に発生した地震により柏崎刈羽原子力発電所に異常

は確認されていません。］           別紙参照 

 

９月16日：報道発表［本日12時28分頃に発生した地震により柏崎刈羽原子力発電所に異常

は確認されていません。］      別紙参照 

 

９月18日：報道発表［東京電力株式会社福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金について、

請求（第５回）を行いました。］     別紙参照 

 

９月25日：報道発表［東京電力(株)から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受

けました。］        別紙参照 
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新潟県報道資料

平成２６年９月３日

１６時４０分

防災局原子力安全対策課

本日16時24分頃に発生した地震により

柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません

本日16時24分頃に発生した地震により、柏崎市で震度１、刈羽村で震度２

の震度が観測されましたが、柏崎刈羽原子力発電所において、現在、異常は

確認されていません。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

県が実施している放射線モニタリング観測でも、異常な値は検出されてい

ません。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課長 須貝

（直通）025-282-1690 (内線) 6450
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新潟県報道資料

平成２６年９月１６日

１２時４５分

防災局原子力安全対策課

本日12時28分頃に発生した地震により

柏崎刈羽原子力発電所に異常は確認されていません

本日12時28分頃に発生した地震により、柏崎市で震度２、刈羽村で震度２

の震度が観測されましたが、柏崎刈羽原子力発電所において、現在、異常は

確認されていません。

柏崎刈羽原子力発電所は、現在、全号機とも定期点検により停止中です。

県が実施している放射線モニタリング観測でも、異常な値は検出されてい

ません。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課長 須貝

（直通）025-282-1690 (内線) 6450
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新潟県報道資料

平成26年９月18日

防 災 局

東京電力株式会社福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金について、

請求（第５回）を行いました。

県では、福島原子力発電所事故に伴い県が負担した経費及び県が被った被

害について、下記により東京電力株式会社に対して損害賠償請求書を手交し

ましたのでお知らせします。

併せて、放射性物質を含む汚泥等について、放射性物質を放出した東京電

力株式会社の責任において引き取ること、県内の市町村等からの損害賠償請

求に対して、誠意のある速やかな対応をすることを要請しました。

記

１ 請求書手交日時

平成26年９月18日（木）午前10時00分

２ 請求内容

事故発生時から平成26年３月末日までに生じた県の経費等のうち、現時

点で支出を確認したもの。

ア 請求金額 503,376,936 円

（内訳）平成24年度分経費 12,104,594円

平成25年度分経費 491,272,342円

イ 請求金額内訳と主な内容

・放射能測定経費 (放射性物質検査費用等）

・避難者支援対策費（県外避難者高速バス料金支援補助金等）

・工業用水道事業経費（汚泥保管費用等） など

３ その他

今回の請求は被害対策経費の一部であり、今後費用の発生等が確認

できたものについて順次請求します。

本件についてのお問い合わせ先

〇請求全般について 放射能対策課長補佐 葉葺（内線）6461

(直通) 025-282-1698

〇工業用水道について 企業局施設課長補佐 江口（内線）3741

（直通）025-280-5880

〇下水道について 下水道課長補佐 高橋（内線）3350

（直通）025-280-5858
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別　紙

１　損害賠償請求（第５回）の内訳

発生年度 請求項目 請求額 具体内容例

放射能測定経費 706,327 ○放射性物質検査委託費　等

人件費等 11,398,267 ○臨時職員費用　等

計 12,104,594

放射能測定経費 103,343,726
○検体購入費
○放射性物質検査委託費　等

避難者支援対策費 5,166,020
○県外避難者高速バス料金支
援補助金　等

人件費等 142,756,428 ○時間外勤務手当経費　等

計 251,266,174

放射能測定経費 751,800 ○放射性物質検査委託費　等

汚泥保管費用 237,772,557 ○汚泥保管費用　等

人件費 637,401 ○時間外勤務手当経費

計 239,161,758

H25 放射能測定経費 844,410 ○放射性物質検査委託費　等

503,376,936

12,104,594

491,272,342

合　　計

うち平成24年度分経費

うち平成25年度分経費

会計

一般会計

流域下水道事
業特別会計

工業用水道事
業会計

H24

H25

H25

２　請求及び受領の状況
（単位：円）

発生年度 請求日 区分 請求額 受領額累計 備考

H24.12.26
H25. 3.29

一般会計 364,716,786     182,639,504     

H24.12.26
H25. 3.29

工業用水道 391,587,383     382,814,716     

H24.12.26 流域下水道 5,073,703         5,073,703         

小計 761,377,872     570,527,923     

H25.12.3 266,994,364     -                    
※のとおり請求額変更予

定

H26.9.18 12,104,594       （今回請求分）

H25.10.24 工業用水道 580,922,144     579,960,603     

H25.10.24 流域下水道 1,139,775         1,139,775         

小計 861,160,877     581,100,378     

H26.9.18 一般会計 251,266,174     （今回請求分）

H26.9.18 工業用水道 239,161,758     （今回請求分）

H26.9.18 流域下水道 844,410           （今回請求分）

小計 491,272,342     -                    

合  計 2,113,811,091   1,151,628,301   

※　平成24年度発生経費（平成25年12月3日請求・一般会計分）について、東京電力との協議において、
　　錯誤を確認したため、請求額を266,994,364円から、3,520,917円減額し、263,473,447円とします。

H24

H22･23

H25

一般会計
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新潟県報道資料

平成26年９月25日

防 災 局

東京電力(株)から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました

本日、県が東京電力(株)に請求している福島原発事故に伴う損害賠償額について、

一部支払いを受けましたのでお知らせします。残りの請求額については、協議を継

続中です。

１ 今回の受領額

1,681,928円（平成26年９月25日受領）

※平成24年度発生経費（一般会計）請求額の一部

２ 受領額の内容

給食食材検査費用の一部

３ その他

(１) 請求及び受領の状況

(２) 今後費用の発生等が確認できたものについて順次請求します。

本件についてのお問い合わせ先

放射能対策課 企画調整係長 石川

（内線）6462 (直通) 025-282-1698

 

（単位：円）

発生年度 請求日 区分 請求額 今回受領額 受領額累計 備考
①H24.12.26
②H25. 3.29 一般会計 364,716,786      -                182,639,504      

①H24.12.26
②H25. 3.29 工業用水道 391,587,383      -                382,814,716      

H24.12.26 流域下水道 5,073,703         -                5,073,703         

小計 761,377,872      -                570,527,923      

①H25.12.3
②H26.9.18 一般会計 275,578,041      1,681,928    1,681,928         

H25.10.24 工業用水道 580,922,144      - 579,960,603      

H25.10.24 流域下水道 1,139,775         - 1,139,775         

小計 857,639,960      1,681,928    582,782,306      

H26.9.18 一般会計 251,266,174      - -                     

H26.9.18 工業用水道 239,161,758      - -                     

H26.9.18 流域下水道 844,410           - -                     

小計 491,272,342      -                -                     

合  計 2,110,290,174   1,681,928    1,153,310,229   

H24

H22･23

H25
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下線部が訂正後の数値です。 

避難時間推計シミュレーション上の人口、車両台数 
 
 
１ 人口、車両台数（平日） 

  ①ＰＡＺ及びＵＰＺ 

＜訂正前＞ 

 昼間 夜間 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
175,075 台 

（約 49.5 万人） 

169,581 台 

（約 48 万人） 

 内ＰＡＺ圏 
11,026 台 

（約 3.1 万人） 

7,856 台 

（約 2.2 万人） 

 

 ＜訂正後＞ 

 昼間 夜間 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 174,743 台 

（約 49.5 万人） 
169,483 台 

（約 48 万人） 

 内ＰＡＺ圏 11,192 台 

（約 3.1 万人） 
7,875 台 

（約 2.2 万人） 
 
 

  ②５㎞圏及び 30 ㎞圏 

   （ 同心円人口 ＝ 各圏内から離脱する人口） 

 ＜訂正なし＞ 

 昼間 夜間 

30km 圏内 
164,632 台 

（約 46.6 万人） 

159,372 台 

（約 45.1 万人） 

 内 5km 圏 
6,379 台 

（約 1.8 万人） 

3,791 台 

（約 1.1 万人） 

（①及び②共通） 
注１)PAZ の昼間人口には、一定規模の事業所及び学校の一時滞在者を含む 
注２)PAZ・UPZ の昼間人口には、一定の観光客（日帰り・宿泊）の一時滞在者を含む 
注３)PAZ・UPZ の夜間人口には、一定の観光客（宿泊）の一時滞在者を含む 
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下線部が訂正後の数値です。 

【以下、イベント等により観光客を増加したケース】 

 

２ ケース NO.９の車両数（推定人口） 

 ＜訂正前＞ 

 
観光ピークにより 
追加した台数 

（追加した人口） 

全体（合計）の台数※１ 
（全体（合計）の人口） 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
3,572 台 

（約 1万人） 

178,653 台 

（約 50.6 万人） 

30km 圏内 
3,572 台 

（約 1万人） 

168,112 台 

（約 47.6 万人） 

 内５㎞圏 
53 台 

（約 150 人） 

7,909 台 

（約 2.2 万人） 

 

 ＜訂正後＞ 

 
観光ピークにより 
追加した台数 

（追加した人口） 

全体（合計）の台数※１ 
（全体（合計）の人口） 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
3,572 台 

（約 1万人） 

178,555 台 

（約 50.6 万人） 

30km 圏内 
3,572 台 

（約 1万人） 

168,112 台 

（約 47.6 万人） 

 内５㎞圏 
53 台 

（約 150 人） 

3,844 台 

（約 1.1 万人） 

  ※１ 観光ピークによる増加のほか、その他観光施設への観光客を含む 
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下線部が訂正後の数値です。 

３ ケース NO.10 の車両数（推定人口） 

 ＜訂正前＞ 

 
PAZ 周辺のイベント

により追加した台数 
（追加した人口） 

全体（合計）の台数※１ 
（全体（合計）の人口） 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
29,258 台 

（約 8.3 万人） 

200,663 台 

（56.8 万人） 

30km 圏内 
29,258 台 

（約 8.3 万人） 

190,454 台 

（53.9 万人） 

 内５㎞圏 
0 台 

（0 人） 

3,791 台 

（約 1.1 万人） 

 

 ＜訂正後＞ 

 
PAZ 周辺のイベント

により追加した台数 
（追加した人口） 

全体（合計）の台数※１ 
（全体（合計）の人口） 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
29,258 台 

（約 8.3 万人） 

200,565 台 

（56.8 万人） 

30km 圏内 
29,258 台 

（約 8.3 万人） 

190,454 台 

（53.9 万人） 

 内５㎞圏 
0 台 

（0 人） 

3,791 台 

（約 1.1 万人） 

  ※１ PAZ 周辺のイベントによる増加のほか、その他観光施設への観光客を含む 
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下線部が訂正後の数値です。 

４ ケース NO.11 の車両数（推定人口） 

 ＜訂正前＞ 

 
UPZ 圏でのイベント

により追加した台数 
（追加した人口） 

全体（合計）の台数※１ 
（全体（合計）の人口） 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
58,516 台 

（約 16.6 万人） 

229,921 台 

（約 65.1 万人） 

30km 圏内 
58,516 台 

（約 16.6 万人） 

219,712 台 

（約 62.2 万人） 

 内５㎞圏 
0 台 

（0 人） 

3,791 台 

（約 1.1 万人） 

 

 ＜訂正後＞ 

 
UPZ 圏でのイベント

により追加した台数 
（追加した人口） 

全体（合計）の台数※１ 
（全体（合計）の人口） 

ＰＡＺ圏及びＵＰＺ圏 
58,516 台 

（約 16.6 万人） 

229,823 台 

（約 65.1 万人） 

30km 圏内 
58,516 台 

（約 16.6 万人） 

219,712 台 

（約 62.2 万人） 

 内５㎞圏 
0 台 

（0 人） 

3,791 台 

（約 1.1 万人） 

  ※１ UPZ 圏でのイベントによる増加のほか、その他観光施設への観光客を含む 


